
（様式第１号） 
 

           会議開催のお知らせ  

 
 
 

 １ 会 議 名                   仙台市環境審議会 
第１回「新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度」
検討部会 

 

 

 ２ 議 題                   
新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度に
ついて 

 

 ３ 開 催 日 時                   

 

  令和７年１月27日（月） 

    14時30分から16時30分まで 

 

 ４ 開 催 場 所                   
 仙台市役所二日町第二仮庁舎 環境局６階会議室 
 （仙台市青葉区二日町６番１２号 ＭＳビル二日町） 

 

 ５ 傍 聴 定 員                   

 ５名 

 

 ６ 傍聴に係る特記事項 
 

・傍聴は先着順とします。 
 ・傍聴に当たっては、別紙「会議の傍聴に際し、守って

いただきたい事項」を遵守していただきますようお願
い致します。 

  

 

 ７ 問 い 合 わ せ 先                   

環境局環境部環境企画課 

企画調整係 

 電話：（直通）022-214-8218 
    （内線）736-3363 

  F A X：（直通）022-214-0580 

環境局脱炭素都市推進部 

脱炭素政策課 企画係 

 電話：（直通）022-214-8232 
    （内線）736-5314 

  F A X：（直通）022-214-5378 

   
 ８ そ の 他                   

  
特になし 

 

 

 



仙台市環境審議会 

「新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度」検討部会を傍聴さ

れる皆様へ 

 

会議の傍聴に際し、守っていただきたい事項 

 

 傍聴される方は、審議会の円滑かつ静穏な進行と、委員の自由な発言を確保 

する観点から、以下の点について遵守くださいますようお願いいたします。 

 なお、遵守頂けない場合は、議長から退室をお願いする場合がありますので、 

あらかじめご了承下さい。 

 

１． プラカ－ドやのぼり等を携帯したり、たすき、ゼッケン等や会議の傍聴に  

ふさわしくない衣服を着用している方は、入室をご遠慮願います。 

２． 会議場内では、静かに傍聴し、拍手・発言をする等会議の進行を妨げるよ 

うな行為をしないでください。 

３． 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。ただし、 

附属機関等の同意を得た場合はこの限りではありません。 

４． 飲食又は喫煙をしないでください。 

５． 他の傍聴人の迷惑になるような行為を行わないでください。 

６． その他、会場の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないでく 

ださい。 

７． 係員から指示があった場合は、速やかに従ってください。 

８． 会議提出資料については、検討中の答申又は意見具申の案内、非公開を 

   前提に収集したデ－タが記載されている資料など、公開することにより、 

公正かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれのあるものや特定の者に不当な 

利益・不利益をもたらすおそれのあるものについては、非公開とします。 

９． 会議を公開した場合は、会議録も公開しますが、ある程度の時間がかかり  

ます。 

 

 

   

【事務局】 

仙台市環境局環境部環境企画課 

〒980-8671 仙台市青葉区二日町6-12ＭＳビル二日町4階 

TEL:022-214-8218 FAX：022-214-0580 

仙台市環境局脱炭素都市推進部脱炭素政策課 

〒980-8671 仙台市青葉区二日町6-12ＭＳビル二日町5階 

TEL:022-214-8232 FAX：022-214-5378 


